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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成23年6月16日(2011.6.16)

【公開番号】特開2008-287658(P2008-287658A)
【公開日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【年通号数】公開・登録公報2008-047
【出願番号】特願2007-134476(P2007-134476)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｑ  50/00     (2006.01)
   Ｇ０６Ｑ  10/00     (2006.01)
   Ｇ０７Ｃ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １４６Ｚ
   Ｇ０６Ｆ  17/60    １７２　
   Ｇ０７Ｃ   9/00    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月27日(2011.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　来店者の顔を撮像する撮像装置と、
　該撮像装置により撮像された来店者の顔画像に基づいて来店者数を集計管理する管理装
置とを備え、
　前記管理装置は、
　　予め定められた来店者数集計期間に前記撮像装置により撮像された顔画像に基づいて
該顔画像の来店者が来店した旨を特定可能な情報である来店済み情報を登録する来店済み
情報登録手段と、
　　前記撮像装置により撮像された顔画像の来店者について、前記来店済み情報が前記来
店済み情報登録手段に登録されているか否かを判定する来店判定手段と、
　　該来店判定手段により登録されていないと判定されたことを条件として来店者数を加
算更新する実来店者数集計手段とを含む、来店者管理システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　（２）　上記（１）の来店者管理システムにおいて、前記管理装置は、
　前記来店者数集計期間よりも前の過去所定期間において来店した来店者の顔画像データ
（過去来店者テーブルＭ４）を登録する既来店者登録手段（メモリ２３）と、
　前記撮像装置により撮像された来店者の顔画像データが前記既来店者登録手段に登録さ
れているか否か判定する（ステップＳ３３０）既来店判定手段（ＣＰＵ２１）と、を有し
、
　前記実来店者数集計手段は、前記来店判定手段により来店済み情報が登録きれていない
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と判定され、かつ前記既来店判定手段により顔画像データが登録されていると判定された
ことを条件として既来店者数を加算更新する（ステップＳ３３２）一方、前記来店判定手
段により来店済み情報が登録されていないと判定され、かつ前記既来店判定手段により顔
画像データが登録されていないと判定されたことを条件として新規来店者数を加算更新す
る（ステップＳ３３６）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（３）　上記（１）または（２）の来店者管理システムにおいて、前記管理装置は、
　前記来店者の顔画像データに対応付けて、当該来店者の来店回数を管理する来店者別来
店回数管理手段（遊技履歴テーブルＴＢ２ｉ）と、
　前記来店判定手段により来店済み情報が登録されていないと判定されたことを条件とし
て、判定の対象となった来店者の顔画像データに対応付けて管理されている来店回数を加
算更新する（ステップＳ３３４）来店者別来店回数集計手段（ＣＰＵ２１）と、を有する
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　（４）　上記（１）から（３）のいずれかの来店者管理システムにおいて、前記撮像装
置は、店内に複数設置される遊技機の周辺を撮像可能な撮像装置（場内カメラ６０ｂ）を
含み、
　前記管理装置は、
　前記遊技機における遊技に関連して発生する遊技情報を収集する（ステップＳ３７６）
遊技情報収集手段（ＣＰＵ２１）と、
　前記撮像装置の撮像画像に基づいて、前記来店者が遊技を行っている遊技機を特定する
（ステップＳ３５２）遊技機特定手段（ＣＰＵ２１）と、
　該遊技機特定手段により特定した遊技機について前記遊技情報収集手段により収集した
遊技情報を前記来店者の遊技履歴として集計する（ステップＳ３７８）遊技履歴集計手段
（ＣＰＵ２１）と、
　該来店者の顔画像データに対応付けて前記遊技履歴集計手段により集計された遊技履歴
（遊技履歴テーブルＴＢ２ｉ）を管理する遊技履歴管理手段（メモリ２３）と、を有する
。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　（５）　上記（３）または（４）の来店者管理システムにおいて、前記管理装置は、
　前記撮像装置の撮像画像を表示する表示手段（出力部２５）と、
　該表示手段に表示された撮像画像において、来店者の指定を受け付ける来店者指定手段
（入力部２４）と、を有し、
　該来店者指定手段にて指定を受け付けた来店者の顔画像データに対応付けて管理されて
いる来店回数または遊技履歴を前記表示手段に表示する。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　（６）　上記（３）から（５）のいずれかの来店者管理システムにおいて、前記管理装
置は、
　前記撮像装置により撮像された来店者の顔画像データに対応付けて管理されている来店
回数または遊技履歴が予め定められた報知条件を満たしていることを条件として報知処理
を行う（ステップＳ３１２およびステップＳ３１４）報知処理手段（ＣＰＵ２１）を有す
る。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　（７）　上記（１）から（６）のいずれかの来店者管理システムにおいて、前記管理装
置は、会員登録を行った会員に対して発行される記録媒体に記録され、当該会員を個々に
識別するための識別情報（会員ＩＤ）に対応付けて該会員に関する会員情報（会員情報テ
ーブルＴＢ３）を管理する会員情報管理手段（メモリ２３）を有し、
　前記撮像装置は、店内に設置され前記記録媒体を受け付けて処理する記録媒体処理装置
の周辺を撮像可能な撮像装置（場内カメラ６０ｂ）を含み、
　前記管理装置は、前記記録媒体処理装置にて受け付けられた記録媒体の識別情報を受信
したことに基づいて、前記撮像装置により撮像された該記録媒体を所有する来店者の顔画
像データと前記受信した識別情報とを対応付けて管理する（ステップＳ３７６）。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　（８）　上記（１）から（７）のいずれかの来店者管理システムにおいて、前記来店者
管理システムは、
　前記撮像装置により撮像された顔画像のうち、要報知来店者の顔画像の指定を受付ける
要報知来店者受付手段（入力部２４）と、
　該要報知来店者受付手段により指定を受け付けた要報知来店者の顔画像データを登録す
る（ステップＳ３２８）ための要報知来店者登録手段（ＣＰＵ２１）と、
　前記撮像装置により撮像された来店者の顔画像データが前記要報知来店者登録手段に登
録されているか否かを判定する（ステップＳ３０８）要報知登録判定手段（ＣＰＵ２１）
と、
　該要報知登録判定手段により登録されていると判定されたことを条件として、要報知来
店者が来店した旨を報知するための処理（ステップＳ３１０）を行う要報知来店者報知手
段（ＣＰＵ２１）と、を有する。
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